
（ 申 請 先 ） 　広　島　市　長

● 申請者（被爆者）は太枠内をご記入ください。

明治

大正 　年 　月 日生

昭和

 区

（

　 　 　 　

　金　　　　 円

1

2

名　称

所在地

1 　介護サービス事業者

2 　親　族  （ ）

3 　その他 （ ）

1 　介護サービス事業者

2 　親　族  （ ）

3 　その他 （ ）

1

2

【確　認　欄】▼以下は記入しないでください。　＊申請時に必要な書類等を裏面に記載しています。

申請者
（被爆者）

本人確認書類

代理人
（提出・受領者）

本人確認書類

　□被爆者健康手帳      □手当証書　　□資格確認書

　□介護保険被保険者証　□介護保険負担割合証等

　□その他（裏面書類 NO.　　　　　　　　 　 　   ）

  □運転免許証　　　    □マイナンバーカード
  □その他（裏面書類 NO.　   　　　　　　　      ）

　　　　　　　　□ 法定代理人　　　 □委任状 [別添]

原爆被害対策部使用欄

　　　　　　　　　　　収受

診断書省略期間 令和　 　 　年　　  　月分まで

１　支　給  支給額　　　　　　　　　  　 円

２　却　下  理由

受　付　印

窓口提出者   □本人　　　      　　□使者

　□運転免許証　　    　□マイナンバーカード

介護手当支給申請書 【 令和　　年　　月分】
　　　　　　　　　　(兼口座振替依頼書)

令和　　　年　　　月　　　日提出

ふりがな 被爆者健康手帳番号

確認者

男・女

居 住 地

　広 島 市 連絡先（　　　　　）　　　　　－　　　　

                 方）

氏　名

申 請 額
  費用を支出して
介護を受けた日数

日
介護に要する費用
として支出した

費用の額
    円

介護を必要とする障害の状態
介
護
場
所

自 宅

　　別紙診断書のとおり そ の 他

別表第２第（　　　）号に該当

別表第３第（　　　）号に該当

ア　同居　　　　　　　　イ　別居

介
護
に
従
事
し
た
者

名称又は氏名 所在地又は住所
本人との続柄

区　　　　　　　　分
（親族のみ）

ア　同居　　　　　　　　イ　別居

口座名義（カナ）　【申請者名義の口座に限ります】 普通預金口座番号

◎ 介護手当の受給資格の認定のために必要があるときは、私の疾病の状態について、広島市が医療機関に照会等を行うことに
　　同意します。
◎ 介護手当の支給に関し、介護サービス事業者等に費用の額及び内容等について確認することに同意します。
◎ 介護保険担当課等に対し、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額障害福祉サービス費等対象の有無
　　及び額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に係る情報を確認することに同意します。
◎ 介護手当が過払いとなっている場合は、この申請により支給される介護手当から差し引いて支給されても異議はありません。
◎ 申請内容に直接影響のない軽微な誤記があった場合、広島市が訂正を行うことを承諾します。

振

込

先

１か２に○をつける
  現在受給中の介護手当の振込先と同じ口座 （下欄の記入は不要です。）

　新規申請または１以外の金融機関口座        （下欄に記入してください。）

金融機関名 店　舗　名 金融機関コード
[空欄でも可] 店　番

 介護日数　　　　　　　　 日間

資格を証する書類



申請時に必要な書類等

区　　分
費用介護手当

（介護費用を支払っている場合 ※１）
家族介護手当

（介護費用を支払わない場合）

対 象 者
　　厚生労働省令で定める範囲の障害（原子爆弾の傷害作用の影響によるものではないことが明らか
　　なものは除く。）により介護を要する状態にあり、介護を受けている被爆者

    

必 要 書 類

　（費用介護手当・家族介護手当　共通）
　　　 　◎被爆者健康手帳　　　　◎介護手当支給申請書　　　　◎診断書（介護手当用）
　　　　 ◎申請者名義の普通預金口座を確認できるもの　　　　　◎下記の確認書類

◎領収書
◎介護日数を証するもの
◎介護実施報告書
　（介護保険外サービスがある場合）

◎領収書
◎介護実施報告書
◎申立書

◎介護手当継続支給申請書
◎申立書

※１ 居宅等において、介護サービス事業者等による以下の介護を受けて、その費用を支払っている場合を
    いいます。社会福祉施設等に入所している方は、支給の対象となりません。
       [例] ◆介護保険サービスの訪問介護、夜間対応型訪問介護
　　　　　　◆介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス
　　　　　　◆障害福祉サービスの居宅介護　など
※２ 介護手当における「重度障害」「中度障害」の決定は、診断書（介護手当用）により行います。

障害の程度
※２

「中度障害」又は「重度障害」に該当する被爆者 「重度障害」に該当する被爆者 

介護をする人
　 介護専門事業者

 （指定居宅サービス事業者等）

別居の親族、
友人、知人等

　　　　配偶者、直系血族及びその配偶者、
 　　    兄弟姉妹、同居の親族等


